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　地方公共団体が直営または外郭団体
に委託していた、「公」の施設管理に民
間のノウハウを活用しながら、市民サー
ビスの向上と経費の削減を図ることを目
的に、平成 15 年の地方自治法改正によ
り創設された制度。千葉市ではコミュニ
ティセンターやスポーツ施設、文化施設
などで取り入れられている。
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　2013年7月に設置された議会改革推進協議会の報告書がまとまっ
た。議員定数の見直し（54→50）・政策条例の提案・ＩＣＴの活用・
議会の災害対策や活動の体系化などが実績として挙げられている。
　だが、議員定数の削減は改革ではなく、より多くの市民が議会で
直接発言する場の確保や、市民意見の聴取という観点から言うと後
退以外の何物でもない。
　また、議会が必要と認める場合に設置し調査・審査を行う「特別
委員会」へ、少数会派の議員でも参加できるよう求める要望書を毎
年提出してきたが、それは認められていない。
　幹事長会議の議論で、これまで非交渉会派（３人以下）にも認め
てきた「代表質問・代表質疑」を認めないことになった。少数意見
を重んじてきた千葉市議会の伝統は、何処へ？

　強い痛みやけいれん、記憶障害などに苦しむ子
宮頸がんワクチンによる健康被害者を救いたい
と、千葉市議会での意見書の提出に取り組みまし
た。千葉市議会では5人以上の賛同議員がいない
と議会運営委員会に提案できないため、他会派に
意見書の提出を呼びかけ、今議会で全会派の賛成
を得て国に提出する運びとなりました。
　ワクチン接種の是非についてはいろいろな意
見がありますが、被害者救済への思いは皆同じ
です。（意見書の内容は市民ネットワークのHPをご覧下さい）
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山田  京子

　中心市街地活性化の「起爆剤」になると期待された「き
ぼーる」が建って7年。周辺の人通りはどうでしょうか？
　総事業費 432 億円、毎年の経費 10 億円強の大きな
ハコものが、本当に周辺の活性化と経済効果をもたら
したのか、検証はしたのか問いました。
　市が調査したのは千葉駅西口も含む広範囲の中心市
街地で、全体として人通りや来店者、売り上げの「減」
が下げ止まりとなったことはわかりましたが、きぼー
る周辺の活性化の検証にはなっていませんでした。
　きぼーる周辺のまちづくりの今後については、千葉
駅周辺の活性化グランドデザインの中で検討されます。
美術館や千葉神社等と連携し回遊性を高め、文化・歴
史を活かしたまちづくりや都心居住等に視点を置くと
のことです。
　回遊性といっても、めぐり歩きたいと思うだけの魅
力あるお店が集まっていなければ、人通りも増えませ
ん。一般市民や若者を巻き込んだ検討がもっと必要で
はないでしょうか。

　介護保険制度が大きく変わることになり、要支援 1，
2 が介護保険から切り離されて、自治体ごとの介護予
防・日常生活支援総合事業に段階を追いながら 2017
年度から全面的に移行します。
　今、要支援サービスを受けている人や介護事業者か
らは「いったいどうなるか早く方向性を示してほしい」
という不安の声があり、今までのサービスが継続して
受けられのるか問いました。
　すでに要支援認定を受けている人は、認定更新まで
はサービスが受けられますが、その後については、検
討するとのことで、いまだ準備が整ってません。
　地域において生活支援サービスを提供する主体を育
成することが急務です。市は社会福祉協議会やシルバー
人材センター、老人クラブの充実、介護支援ボランティ
アの活用をもくろんでいるようですが、それだけでは
受け皿が不十分です。これまでＮＰＯや地域の団体の
育成に力を入れてこなかったつけがここにきて苦しい
状況を招いています。市には 2017 年度からの全面移
行に向け、きちんと態勢を整えるよう求めました。

　11 月の新聞報道に「制度外ホームで拘束介護」とあり
ました。入居金や敷金もいらず、届け出もない「未届け
の有料老人ホーム」での事件です。
　2009 年、届け出のない有料老人ホーム「たまゆら（群
馬県）」で 10 人が死亡した火災事故を受け、千葉市でも
保健福祉局と消防局が合同で調査・指導し、未届けの有
料老人ホーム31施設を把握、その後届け出があったりし、
現在は 16 施設 184 人の入居が確認されています。
　また、市内には「無届けの無料低額宿泊所に類する施設」
が 25か所あり、定員1322人、内1028 人が生活保護受給
者です。未届け有料老人ホームは、老人が入居し、食事
などの生活支援サービスを提供する施設、無料低額宿泊
所に類する施設は、2 人以上の生活保護受給者が入居し、
食事の提供をしている施設と千葉市では定義しています。
　行き場のない高齢者の受け皿とも言えるこういった施
設が、私たちの身の回りに増えています。高齢者の生活
と尊厳が守られているのか、それを監視する役割が自治
体にはあるのです。

　複数の中学生保護者から、「給食時間が短い」と
の声が寄せられました。保護者会で話題になっても、
結局「時間は動かせない」と終わってしまったとの
こと。
　中学校の給食時間は、平均で準備14分食事15分片
づけ 7 分。小学校は学校内での調理ですが、中学校は
給食センターから食缶に入れて配送されます。この食
缶の回収に合わせ、早く食事を終わらせるよう指導す
る学校もあるようですが、学校側から回収を遅らせて
ほしい、という希望は特にないとのこと。昼休み時間
の確保も必要だし…ということもあるのでしょう。
　「食事についての正しい理解、健全な食生活を営
む判断力、望ましい食習慣」そして「学校生活を豊
かにし、明るい社交性や協同の精神を養う」という、
学校給食法が求める目的と現実とのかい離を感じま
す。もう少し保護者や地域の
人が給食現場に立ち入り、給
食の持つ意味を生徒と一緒に
考えることができれば、と思
いました。

湯浅  美和子

～貧困ビジネスを生まないために～

⁉


